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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性基板、光学基板及び半導体基板の少なくとも一つから選択された基板を提供するこ
とと、
　パッド厚さＰＴを有する形状記憶化学機械研磨パッドであって、本来の形状及びプログ
ラムされた形状を有する形状記憶マトリックス材料を含む高密度状態で固定した研磨層を
含み、形状記憶マトリックス材料がその本来の形状にあるとき、研磨層が本来の厚さＯＴ
を呈し、形状記憶マトリックス材料がプログラムされた形状に定着したとき、研磨層が高
密度状態の高密度化された厚さＤＴを呈し、ＤＴがＯＴの８０％以下である形状記憶化学
機械研磨パッドを提供することと、
　研磨層の研磨面と基板との間に、基板の表面を研磨するための動的な接触を作り出すこ
とと、
　研磨パッド厚さ及び少なくとも一つの溝深さから選択される少なくとも一つの研磨パッ
ド特性をモニタすることと、
　研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を、活性化刺激に暴露することとを含み、
　研磨面に近接した研磨層の活性化刺激に暴露された部分が、高密度化状態から復元状態
に転移する、基板を研磨する方法。
【請求項２】
　研磨層の研磨面をコンディショニングすることをさらに含み、コンディショニングが研
削コンディショニングである、請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　制御部を提供することと、
　少なくとも一つの研磨パッド特性をモニタすることが可能である測定装置を提供するこ
とと、
　活性化刺激を作り出すことが可能であるソースを提供することとをさらに含み、
　基板との動的接触のあとで、研磨パッドの少なくとも一部についての少なくとも一つの
研磨パッド特性が低減され、測定装置及びソースが制御部と通信し、測定装置が少なくと
も一つの研磨パッド特性に関する情報を制御部に入力し、制御部が、測定装置から入力さ
れた情報に基づいてソースを制御して、少なくとも一つの研磨パッド特性が増大するよう
に研磨パッドの少なくとも一部を活性化刺激に選択的に暴露することを促進する、請求項
１記載の方法。
【請求項４】
　活性化刺激が、熱、光、磁場、電場、水、ｐＨ、及びそれらの組合せに暴露することか
ら選択される、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　磁性基板、光学基板及び半導体基板の少なくとも一つから選択された基板を提供するこ
とと、
　パッド厚さＰＴを有する形状記憶化学機械研磨パッドであって、本来の形状及びプログ
ラムされた形状を有する形状記憶マトリックス材料を含む高密度状態で固定した研磨層を
含み、形状記憶マトリックス材料が本来の形状にあるとき、研磨層が本来の厚さＯＴを呈
し、形状記憶マトリックス材料がプログラムされた形状に定着したとき、研磨層が高密度
状態の高密度化された厚さＤＴを呈し、ＤＴがＯＴの８０％以下である形状記憶化学機械
研磨パッドを提供することと、
　制御部を提供することと、
　研磨パッド厚さ及び少なくとも一つの溝から選択される少なくとも一つの研磨パッド特
性をモニタすることが可能である測定装置を提供することと、
　活性化刺激を作り出すことが可能であるソースを提供することと、
　研磨層の研磨面と基板との間に、基板の表面を研磨するための動的な接触を作り出すこ
とと、
　少なくとも一つの研磨パッド特性をモニタすることと、
　研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を、活性化刺激に暴露することとを含み、
　基板との動的接触のあとで、研磨パッドの少なくとも一部についての少なくとも一つの
研磨パッド特性が低減され、測定装置及びソースが制御部と通信し、測定装置が少なくと
も一つの研磨パッド特性に関する情報を制御部に入力し、制御部が、測定装置から入力さ
れた情報に基づいてソースを制御して、少なくとも一つの研磨パッド特性が増大するよう
に研磨パッドの少なくとも一部を活性化刺激に選択的に暴露することを促進する、基板を
研磨する方法。
【請求項６】
　研磨面をコンディショニングすることをさらに含み、コンディショニングが研削コンデ
ィショニングである、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　研磨パッド特性が、複数の研磨動作にわたって、その初期値の±５％以内に維持される
、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　研磨面と基板の表面との間の接面に研磨媒体を提供することをさらに含む、請求項１記
載の方法。
【請求項９】
　基板が、一連のパターン形成された半導体ウェーハを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　研磨層の活性化刺激に暴露された部分が、形状記憶マトリックス材料に対して、Ｔｇ温
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度以上の温度を呈する、請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、一般に、化学機械研磨の分野に関する。具体的には、本発明は、磁性基板、
光学基板及び半導体基板の化学機械研磨のための方法に向けられる。
【０００２】
発明の背景
　集積回路又は他の電子デバイスの作製では、導電、半導体及び誘電材料の多層を、半導
体ウェーハの表面上に堆積させ、そこから除去する。導電、半導体及び誘電材料の薄層は
、多くの堆積技術を用いて堆積させることができる。現代のウェーハ加工における一般的
な堆積技術は、とりわけ、スパッタリングとしても知られる物理蒸着（ＰＶＤ）、化学気
相蒸着（ＣＶＤ）、プラズマ促進化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）及び電気化学めっきを含む。一
般的な除去技術は、とりわけ、湿式及び乾式の等方性及び異方性エッチングを含む。
【０００３】
　材料の層が連続して堆積され除去されると、ウェーハの最上層が非平面になる。それに
続く半導体加工（たとえばメタライゼーション）がウェーハが平坦な表面を有することを
要するため、ウェーハは、平坦化される必要がある。平坦化は、望ましくない表面トポグ
ラフィ及び表面の欠陥、たとえば、粗面、凝集面、結晶格子損傷、スクラッチ及び材料の
汚染層を除去するために有用である。
【０００４】
　化学機械平坦化、又は化学機械研磨（ＣＭＰ）は、工作物、たとえば半導体ウェーハを
平坦化又は研磨するために用いられる一般的な技術である。従来のＣＭＰでは、ウェーハ
キャリア、又は研磨ヘッドは、キャリアアセンブリに取り付けられている。研磨ヘッドは
、ウェーハを保持し、ＣＭＰ装置内部のテーブル又はプラテン上に取り付けられた研磨パ
ッドの研磨層と接触するようにウェーハを位置付ける。キャリアアセンブリは、ウェーハ
と研磨パッドとの間における制御可能な圧力を提供する。同時に、研磨媒体が研磨パッド
上に定量吐出されて、ウェーハと研磨層との間の間隙に引き込まれる。研磨を行うために
、研磨パッド及びウェーハは、通常、互いに対して回転する。研磨パッドがウェーハの下
に回転すると、ウェーハは、通常は円形の研磨トラック又は研磨領域を掃き出し、ここで
ウェーハの表面が研磨層に直接向かい合う。ウェーハ面は、表面上での研磨層及び研磨媒
体の化学的及び機械的作用により、研磨されて平坦にされる。
【０００５】
　ＣＭＰ加工での基板材料の除去率は、流動している研磨媒体を用いた、回転している加
工されるべき基板と研磨パッドとの間の接触の流体力学的状態によって判断される。この
接触の流体力学的状態は、研磨媒体の流体力学と、研磨パッドと基板との間の接触機構と
のバランスによって判断され、このバランスは、逆ゾンマーフェルト数を特徴とする。逆
ゾンマーフェルト数の下方値は、滑動している研磨パッドの表面全体の基板のハイドロプ
レーニングと、下方の基板材料除去率とを表す。逆ゾンマーフェルト数の上方値は、研磨
パッドと基板とのより密接な接触と、増加する基板材料除去率とを表す。逆ゾンマーフェ
ルト数は、研磨中の研磨パッドと基板との間の間隙内部の単位面積当たりで使用可能であ
る研磨媒体の総量によって判断される。
【０００６】
　研磨パッドは、多くの場合、一つ以上の溝を備える研磨面を有する。所与の研磨条件下
で、溝の容積に加え、研磨パッドのマイクロテクスチャ中の容積（両方とも単位面積当た
り）は、逆ゾンマーフェルト数と、研磨パッドと加工されるべき基板との間の接触の流体
力学的状態とを決定する。
【０００７】
　化学機械研磨パッドの研磨面に溝を組み込むことには、いくつかの理由があり、（Ａ）
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研磨される基板と研磨パッドとの間の接触に必要な流体力学的状態を提供すること（研磨
パッドに溝がないか、又は穴が開いていない場合、研磨媒体の連続する層は、基板と研磨
パッドとの間に存在してハイドロプレーニングを引き起こす可能性があり、これにより研
磨パッドと基板との間の均一で密接な接触が妨げられ、基板材料除去率が著しく低下する
）、（Ｂ）研磨媒体が、研磨パッドの研磨面全体に均一に分散され、十分な研磨媒体が基
板の中心に達することを確実にすること（このことは、反応性金属、たとえば銅を研磨す
るときに特に重要であり、研磨の化学的成分は、機械的成分と同じように不可欠であり、
研磨媒体を基板全体に均一に分散させることは、基板の中心と端とで同じ研磨率を達成す
るために必要とされるが、研磨媒体層の厚さは、研磨パッドと基板との間の直接の接触を
妨げるほど大きくするべきではない）、（Ｃ）研磨パッドの全体及び局所の両方の剛性を
制御すること（このことは、高さが異なるフィーチャの基板を平らにしてきわめて平坦な
表面をもたらすために、基板面全体の研磨の均一性と、さらには研磨パッドの能力とを制
御する）、及び（Ｄ）研磨パッド面から研磨屑を除去するためのチャネルの働きをするこ
と（屑の蓄積は、基板のスクラッチ及び他の欠陥の可能性を増大させる）を含む。
【０００８】
　溝付きの研磨パッドについて、研磨パッドの寿命を決定する一つの要因は、溝の深さで
ある。すなわち、許容し得る研磨性能が可能であるのは、研磨媒体を効果的に分散させ、
研磨屑を除去して、ハイドロプレーニングを防ぐには不十分な溝の残り深さに研磨パッド
が磨耗するに至るまでの間である。したがって、より深い溝が、研磨パッドの寿命をより
長くすることができることは明白であろう。それにもかかわらず、溝をどの程度深くでき
るかについては、現実的な限界がある。研磨層に溝を切り込むことは、研磨層の剛性を事
実上低下させる。すなわち、研磨面と基板との間の動的な接触によって加えられる圧力の
結果として、研磨中、溝のランドのいくらかの量の動きがある。いくつかの点で、溝の深
さが増大することにより、研磨中、研磨パッドが基板に動的に接触するとき、ランドの許
容し得ない量のせん断、又は溝の側壁の潰れを生じさせる。これらの現象は、所与の研磨
用途に対する初期溝深さを、事実上制限する。さらに、溝が深いことにより、パッド洗浄
が困難になる。研磨媒体中の研磨剤及び研磨屑は、溝の中にたまる傾向がある。溝が深く
なると、研磨屑を溝から除去することがより困難になり、研磨屑の増大につながる可能性
がある。
【０００９】
　研磨パッド面の「コンディショニング」または「ドレッシング」は、安定した研磨性能
のための一定した研磨面を維持するために不可欠である。時間とともに、研磨パッドの研
磨面が磨耗し、研磨面のマイクロテクスチャが平滑になる―「グレージング」と呼ばれる
現象である。グレージングの原因は、研磨パッドと工作物との間の接触点における摩擦熱
及びせん断による、高分子材料の塑性流動である。加えて、ＣＭＰ加工による研磨屑は、
表面ボイドの他に、研磨媒体がそれを通して研磨面全体に流動するマイクロチャネルも閉
塞させる可能性がある。これが発生すると、ＣＭＰ加工の研磨率が低減し、結果として研
磨が均一でなくなる可能性がある。コンディショニングにより研磨面上に新しいテクスチ
ャが作り出され、ＣＭＰ加工での所望の研磨率及び均一性を維持するために有用である。
【００１０】
　従来のＣＭＰでの研磨での磨耗及び表面コンディショニングは、溝の深さの絶え間ない
経時的な減退につながる。ダイヤモンドディスクによる典型的な表面コンディショニング
は、結果として研磨パッド材料厚さの減少率が、毎時１０～５０ミクロンになる。溝深さ
（すなわち、単位面積あたりの溝の容積）が、時間とともに減少すると、研磨パッドと研
磨されている基板との間の流体力学的接触の状態が低減する。したがって、除去率及び均
一性を特徴とするＣＭＰ加工の性能が、溝深さの絶え間ない減退にともなって、絶え間な
く変化する。
【００１１】
　ＣＭＰ加工の均一性を改善するための一つの取り組みは、Chandrasekaranらの米国特許
出願公開第２００７／０２３８２９７号公報に開示されている。Chandrasekaranらは、マ
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イクロ電子デバイスの作製における、基板の機械的及び／又は化学機械的な平坦化又は研
磨のための加工パッドと、パッドを作製するための方法と、加工パッドを使用し、組み込
む方法、装置およびシステムとを開示している。特に、加工パッドは、研削している面に
、所望により選択的に除去できるソリッド又は部分的にソリッドである充填材料を含有す
る溝又は他の開口を含み、複数の加工及びコンディショニング用途のために、パッドの寿
命全体にわたり、パッドの研削面からほぼ一定の又は設定された距離で、及びパッド開口
のほぼ一定の深さで充填を維持する。
【００１２】
　それにもかかわらず、より均一かつ一定した基板加工を促進する、改善されたＣＭＰ研
磨パッド及びＣＭＰ研磨方法に対する継続的な要望がある。
【００１３】
　本発明は、基板を研磨する方法を提供し、複数の研磨サイクルにわたって、一定した研
磨パッド厚さ及び／又は溝深さを維持することができる。複数の研磨サイクルにわたって
、一定した研磨パッド厚さ及び／又は溝深さを維持することにより、通常、従来の研磨パ
ッドの寿命中に、研磨パッド厚さ及び／又は溝深さの減退とともに認められるばらつきを
低減することができる。たとえば、研磨面に溝を有する従来の化学機械研磨パッドでは、
研磨パッドが磨耗すると、溝容積及び深さはともに減少する。したがって、研磨技術者は
、研磨の過程で、他の加工条件を変更して、望ましい流体力学的状態を維持しなければな
らない。本発明は、研磨パッドの有効寿命の間にわたり、研磨中の溝容積及び深さの低減
の程度を減少させる方法を提供する。たとえば、本発明の、感温性の形状記憶材料で作ら
れた熱加工された（予め圧縮された）研磨層を備える形状記憶化学機械研磨パッドを加工
して、研磨面に近い領域を優先的に加熱することにより、一定した溝容積及び深さを維持
し、研磨及びコンディショニングによる溝容積及び深さの損失を抑えることができる。研
磨パッドの表面を選択的に加熱することにより、加熱された領域のパッド材料が高密度な
状態から復元状態に転移し、これにより、溝容積及び深さが加わる。したがって、同様の
条件下で、研磨動作中の溝容積及び深さの減少率は、形状復元を備える形状記憶化学機械
研磨パッドを用いて、最小限にするか又は消去することができる。
【００１４】
発明の概要
　本発明の一つの態様では、基板を研磨する方法が提供され、磁性基板、光学基板及び半
導体基板の少なくとも一つから選択された基板を備えることと、パッド厚さＰＴを有する
形状記憶化学機械研磨パッドであって、本来の形状及びプログラムされた形状を有する形
状記憶マトリックス材料を含む高密度状態の研磨層を含み、形状記憶マトリックス材料が
その本来の形状にあるとき、研磨層が本来の厚さＯＴを呈し、形状記憶マトリックス材料
がプログラムされた形状に設定されたとき、研磨層が高密度状態の高密度化された厚さＤ
Ｔを呈し、ＤＴがＯＴの８０％以下である形状記憶化学機械研磨パッドを備えることと、
研磨層の研磨面と基板との間に、基板の表面を研磨するための動的な接触を作り出すこと
と、研磨パッド厚さ及び少なくとも一つの溝深さから選択される少なくとも一つの研磨パ
ッド特性をモニタすることと、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を、活性化刺激
に暴露することとを含み、研磨面に近接した研磨層の活性化刺激に暴露された部分が、高
密度化状態から復元状態に転移する。
【００１５】
　本発明の別の態様では、基板を研磨する方法が提供され、磁性基板、光学基板及び半導
体基板の少なくとも一つから選択された基板を備えることと、パッド厚さＰＴを有する形
状記憶化学機械研磨パッドであって、本来の形状及びプログラムされた形状を有する形状
記憶マトリックス材料を含む高密度状態の研磨層を含み、形状記憶マトリックス材料が本
来の形状にあるとき、研磨層が本来の厚さＯＴを呈し、形状記憶マトリックス材料がプロ
グラムされた形状に設定されたとき、研磨層が高密度状態の高密度化された厚さＤＴを呈
し、ＤＴがＯＴの８０％以下である形状記憶化学機械研磨パッドを備えることと、制御部
を備えることと、研磨パッド厚さ及び少なくとも一つの溝から選択される少なくとも一つ
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の研磨パッド特性をモニタすることが可能である測定装置を備えることと、活性化刺激を
作り出すことが可能であるソースを備えることと、研磨層の研磨面と基板との間に、基板
の表面を研磨するための動的な接触を作り出すことと、少なくとも一つの研磨パッド特性
をモニタすることと、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を、活性化刺激に暴露す
ることとを含み、基板との動的接触のあとで、研磨パッドの少なくとも一部についての少
なくとも一つの研磨パッド特性が低減され、測定装置及びソースが制御部と通信し、測定
装置が少なくとも一つの研磨パッド特性に関する情報を制御部に入力し、制御部が、測定
装置から入力された情報に基づいてソースを制御して、すくなくとも一つの研磨パッド特
性が増大するように研磨パッドの少なくとも一部を活性化刺激に選択的に暴露することを
促進する。
【００１６】
詳細な説明
　本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“繊維状形態”は、位相領域が、その他
の二つの次元よりも大きい一つの次元を備える三次元の形状を有する位相の形態をさす。
【００１７】
　化学機械研磨パッドに関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“初期
厚さ”は、研磨パッドと、研磨される第一の基板との間の第一の動的な相互作用の直前の
、研磨パッドの平均の実厚さを意味する。
【００１８】
　化学機械研磨パッドに関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“初期
溝深さ”は、研磨パッドと、研磨される第一の基板との間の第一の動的な相互作用の直前
の、研磨パッドの平均の溝深さを意味する。
【００１９】
　ＣＭＰ加工に関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“ex situ”は
、研磨が一時停止するとき、ＣＭＰ加工中の断続的な中断中に行われる動作（たとえば、
モニタリング、測定）を述べている。
【００２０】
　ＣＭＰ加工に関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“in situ”は
、研磨が実施されるとき、ＣＭＰ加工の進行中に行われる動作（たとえば、モニタリング
、測定）を述べている。
【００２１】
　本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“研磨媒体”は、粒子を含有する研磨液
及び粒子を含有しない液、たとえば研磨剤を含まない、反応性液体の研磨液を包含する。
【００２２】
　本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“実質的な緩和”は、研磨層の平均厚さ
における２％以上の増加を生じるような、研磨層の形状記憶マトリックス材料の十分な緩
和を意味し、花崗岩ベースのコンパレータ（たとえば、Chicago Dial Indicatorのカタロ
グ番号6066-10）を用いて測定される。
【００２３】
　研磨面に関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“実質的に円形の断
面”は、研磨面の中心軸から外周までの断面の半径ｒが、断面について２０％以下だけ変
化することを意味する（図４参照）。
【００２４】
　本発明の形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度（“Ｔｇ”）は、示差走査熱量測
定（ＤＳＣ）によって、熱流量対温度転移の中間点をＴｇ値として取って測定される。
【００２５】
　本発明の形状記憶化学機械研磨パッドの研磨層に関連して、本明細書及び特許請求の範
囲で用いられる用語“本来の状態”は、外力を受けて可逆である形状変形を“固定”し、
研磨層を高密度な状態に設定する前の、作製されたままの状態を意味する。
【００２６】
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　研磨面に関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“マイクロテクスチ
ャ”は、製造後の研磨面の本質的に微視的なバルク状テクスチャをさす。研磨面の静的な
形態又は微視的なバルクテクスチャに影響するいくつかの要因は、うねり、孔、しわ、隆
起、切れ込み、陥没、突起及び間隙を含む本質及びテクスチャ、ならびに個々の特徴又は
製品のサイズ、形状及び分散、頻度又は間隔である。マイクロテクスチャは、通常は概ね
ランダムであり、研磨層の製造プロセスの本質的な要因による結果である。
【００２７】
　研磨面に関連して、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“マクロテクスチャ
”は、研磨面のエンボス加工、スカイビング、穿孔及び／又は機械加工によって施すこと
ができる、サイズのより大きなテクスチャが施された製品をさす。
【００２８】
　本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“円周有溝率”又は“ＣＦ”は、以下の
数式で定義される。
【数１】

　ＣＦが、所与の形状記憶化学機械研磨パッドの研磨面についての半径の関数として一定
である場合、所与の半径で溝を付けられた（又は付けられていない）研磨面の分数部もま
た、半径の関数として一定であることに留意されたい。
【００２９】
　本明細書及び特許請求の範囲で用いられる用語“形状記憶マトリックス材料”は、形状
記憶効果を呈する能力を有する材料をさす。すなわち、以下の特性を呈する任意の材料ま
たは材料の組合せは、（１）外力に暴露されるときに、少なくとも一つの空間次元で変形
する能力があり、（２）外力を除去した後、少なくとも一つの空間次元で、ある程度の変
形を固定及び維持する能力があり、及び（３）活性化刺激を受けたときに、少なくとも一
つの空間次元で復元を呈する能力がある。形状記憶マトリックス材料は、スマート材料の
部類であり、環境の変化に応じて、所定の方法で反応するように設計され製造されている
。形状記憶マトリックス材料は、本来の形状から変形させて、一時的な（プログラムされ
た）形状に定着させ、活性化刺激に暴露されたときに反応して本来の形状に近い復元形状
に復元することができる。
【００３０】
　形状記憶効果は、形状記憶マトリックス材料に“プログラムされた形状”をプログラミ
ングし、続いて形状記憶マトリックス材料が活性化刺激に暴露されるとき、形状記憶マト
リックス材料を“復元形状”（本来の形状に近い）に復元させることを含む。形状記憶マ
トリックス材料は、従来の方法によって本来の状態に加工される。続いて、外力に暴露す
ることによって変形し、所望のプログラムがなされた形状が定着する。この後者の加工を
、本明細書ではプログラミングと言う。
【００３１】
　本発明の形状記憶マトリックス材料についての“貯蔵弾性率”は、形状記憶マトリック
ス材料における記憶された弾性エネルギの測定値である。貯蔵弾性率は、加えられた歪み
に対する、位相における応力の比（歪みを伴う）を示し、シングルカンチレバークランプ
機構及び機器の“多周波歪み”試験モードを用いた、TA Q800 Dynamic Mechanical Analy
zerを用いて測定される。
【００３２】
　本発明のいくつかの態様では、基板を研磨する方法が提供され、磁性基板、光学基板及
び半導体基板の少なくとも一つから選択された基板を備えることと、パッド厚さＰＴを有
する形状記憶化学機械研磨パッドであって、本来の形状及びプログラムされた形状を有す
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る形状記憶マトリックス材料を含む高密度状態の研磨層を含み、形状記憶マトリックス材
料がその本来の形状にあるとき、研磨層が本来の厚さＯＴを呈し、形状記憶マトリックス
材料がプログラムされた形状に設定されるとき、研磨層が高密度状態の高密度化された厚
さＤＴを呈し、ＤＴがＯＴの８０％以下である形状記憶化学機械研磨パッドを備えること
と、研磨層の研磨面と基板との間に、基板の表面を研磨するための動的な接触を作り出す
ことと、研磨パッド厚さ及び少なくとも一つの溝深さから選択される少なくとも一つの研
磨パッド特性をモニタすることと、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を、活性化
刺激に暴露することとを含み、研磨面に近接した研磨層の活性化刺激に暴露された部分が
、高密度化状態から復元状態に転移する。これらの実施形態のいくつかの態様では、少な
くとも一つの研磨パッド特性のモニタリングは、継続的モニタリング、周期的モニタリン
グ及び断続的モニタリングから選択される。これらの実施形態のいくつかの態様では、モ
ニタリングは継続的モニタリングである。これらの実施形態のいくつかの態様では、モニ
タリングは周期的モニタリングである。これらの実施形態のいくつかの態様では、モニタ
リングは断続的モニタリングである。これらの実施形態のいくつかの態様では、モニタリ
ングはin situで行われる。これらの実施形態のいくつかの態様では、モニタリングはex 
situで行われる。
【００３３】
　本発明のいくつかの実施形態では、少なくとも一つの研磨パッド特性のモニタリングは
、少なくとも一つの研磨パッド特性を測定することを含む。これらの実施形態のいくつか
の態様では、少なくとも一つの研磨パッド特性は、研磨パッド上の複数の場所で測定され
る。これらの実施形態のいくつかの態様では、複数の場所での研磨パッド特性の測定を用
いて、研磨面全体の均一性を判断する。
【００３４】
　本発明のいくつかの実施形態では、少なくとも一つの研磨パッド特性のモニタリングは
、超音波プローブアセンブリを用いて行われる。本発明のいくつかの態様では、超音波プ
ローブアセンブリは、超音波源及び超音波検出器を含む。超音波プローブアセンブリは、
研磨パッドの研磨面上に、超音波信号を送信する。送信された超音波信号のいくつかは、
研磨面から反射され、超音波検出器によって検出される。これらの実施形態のいくつかの
態様では、反射した超音波信号は、リアルタイムで分析されて、研磨パッドのリアルタイ
ム（in situ)のモニタリングを提供する。たとえば、反射された超音波信号を、研磨パッ
ド位置データ（すなわち、測定がなされた場所）と関連付けることにより、研磨パッド等
高線図及びプロファイルを提供することができる。加えて、リアルタイム（in situ）の
研磨パッド特性（たとえば、パッド厚さ及び／又は溝深さ）を、反射された超音波信号か
ら判断することができる。
【００３５】
　本発明のいくつかの実施形態では、基板を研磨する方法は、研磨層の研磨面をコンディ
ショニングすることをさらに含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、コンディシ
ョニングは研削コンディショニングである。これらの実施形態のいくつかの態様では、コ
ンディショニングは、ダイヤモンドディスクコンディショニング及び高圧水噴射コンディ
ショニングから選択される。これらの実施形態のいくつかの態様では、コンディショニン
グは、研磨パッドの有効寿命の間にわたり、研磨中のパッド厚さ及び／又は溝深さのあら
ゆる変化を最小限にすることを助ける。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨パ
ッド厚さ（及び／又は溝深さ）は、研磨及びコンディショニングプロセスの結果として減
少する。研磨及びコンディショニングプロセスによる厚さ（及び／又は溝深さ）の減少は
、本発明の方法における、研磨層の一部を高密度化状態から復元状態に転移させることに
よって抑えられる。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨面のコンディショニン
グは、（ａ）研磨層の少なくとも一部が活性化刺激に暴露されている間、（ｂ）研磨層の
少なくとも一部が活性化刺激にされされた後、（ｃ）研磨層の少なくとも一部が活性化刺
激に暴露されると同時に、又は（ｄ）（ａ）～（ｃ）を少なくとも２つ組み合わせて行わ
れる。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨面のコンディショニングは、研磨層
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の少なくとも一部が活性化刺激に暴露された後に行われる。これらの実施形態のいくつか
の態様では、研磨パッド厚さ（及び／又は溝深さ）の減少は、研磨層が活性化刺激に暴露
された後に復元するよりも大きく、そして、研磨パッドは研削コンディショニングを受け
て、研磨パッドの増大した厚さ（及び／又は溝深さ）が削り取られて、活性化刺激に暴露
した後に、続いて研削コンディショニングした後の研磨パッドの厚さ（及び／又は溝深さ
）は、研磨パッドの有効寿命の間にわたり、初期厚さ（及び／又は初期溝深さ）の±５％
、±２％、±１％に等しくなる（たとえば、１，０００を超えるウェーハの研磨後）。
【００３６】
　本発明のいくつかの実施形態では、基板を研磨する方法は、活性化刺激を作り出す能力
があるソースを備えることをさらに含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨
パッドは、in situで、ex situで、又はそれらの組合せで活性化刺激に暴露される。これ
らの実施形態のいくつかの態様では、活性化刺激は、熱、光、磁場、電場、水、ｐＨ、及
びそれらの組合せに暴露することから選択される。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、活性化刺激は、熱への暴露である。活性化刺激として熱源を動作させる能力がある、
多様な既知の従来型装置（たとえば、オハイオ州のMicropyretics Heaters Internationa
l Inc.より入手可能である、電気制御型赤外線ベース加熱装置、型番GPIR）がある。これ
らの実施形態のいくつかの態様では、活性化刺激は熱への暴露であり、熱源は研磨媒体を
加熱し、続いて研磨面に近接した研磨層を加熱し、研磨層の一部を復元状態に転移させる
。これらの実施形態のいくつかの態様では、活性化刺激は熱への暴露であり、熱源は、研
磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を直接加熱し、研磨層の一部を復元状態に転移さ
せる。
【００３７】
　本発明のいくつかの実施形態では、基板を研磨する方法は、制御部を備えることと、少
なくとも一つの研磨パッド特性をモニタする能力がある測定装置を備えることと、活性化
刺激を作り出すことが可能であるソースを備えることとをさらに含み、研磨パッドの少な
くとも一部についての少なくとも一つの研磨パッド特性が、ＣＭＰ加工中に変更力（たと
えば、基板との研削接触、研削コンディショニング）を受け、測定装置及びソースが制御
部と通信し、測定装置が少なくとも一つの研磨パッド特性に関する情報を制御部に入力し
、及び制御部が、測定装置から入力された情報に基づいてソースを制御して、研磨層の少
なくとも一部を活性化刺激に選択的に暴露することを促進して、すくなくとも一つの研磨
パッド特性が増大又は一定に維持されるようにする。これらの実施形態のいくつかの態様
では、制御部は制御システムである。これらの実施形態のいくつかの態様では、制御シス
テムは、研磨パッド厚さ（及び／又は溝深さ）の相対的な変化をモニタし、ソースを調節
することによってその変化を逆転させて、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を復
元状態に転移させるための第一の閉ループフィードバックプロセスを含む。これらの実施
形態のいくつかの態様では、第一の閉ループフィードバックプロセスは、ｉ）制御部に制
御信号を与えることと、ｉｉ）制御部からの出力信号を処理して、ソースを調節すること
とを含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、ソースを調節して活性化刺激を生成
し、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を活性化刺激に選択的に暴露する。これら
の実施形態のいくつかの態様では、ソースを調節して、活性化刺激の規模、及び研磨層を
活性化刺激に暴露する時間、量及び区域の程度を制御する。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態では、基板を研磨する方法が提供され、磁性基板、光学基
板及び半導体基板の少なくとも一つから選択された基板を備えることと、パッド厚さＰＴ
を有する形状記憶化学機械研磨パッドであって、本来の状態及びプログラムされた状態を
有する形状記憶マトリックス材料を含む高密度状態の研磨層を含み、形状記憶マトリック
ス材料が本来の状態にあるとき、研磨層が本来の厚さＯＴを呈し、形状記憶マトリックス
材料がプログラムされた状態に設定されたとき、研磨層が高密度状態の高密度化された厚
さＤＴを呈し、ＤＴがＯＴの８０％以下である形状記憶化学機械研磨パッドを備えること
と、制御部を備えることと、研磨パッド厚さ及び少なくとも一つの溝から選択される少な
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くとも一つの研磨パッド特性をモニタすることが可能である測定装置を備えることと、活
性化刺激を作り出すことが可能であるソースを備えることと、研磨層の研磨面と基板との
間に、基板の表面を研磨するための動的な接触を作り出すことと、少なくとも一つの研磨
パッド特性をモニタすることと、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を活性化刺激
に暴露することと、研磨面を研削コンディショニングすることとを含み、研磨パッドの少
なくとも一部についての少なくとも一つの研磨パッド特性が研磨及び研削コンディショニ
ングプロセスの結果として減少し、測定装置及びソースが制御部と通信し、測定装置が少
なくとも一つの研磨パッド特性に関する情報を制御部に入力し、制御部が、測定装置から
入力された情報に基づいてソースを制御し、研磨パッドの少なくとも一部を活性化刺激に
選択的に暴露することを促進して、少なくとも一つの研磨パッド特性が増大するようにす
る。これらの実施形態のいくつかの態様では、研削コンディショニングは、研磨層の少な
くとも一部が、活性化刺激に暴露された後に続く。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、研削コンディショニングは、研磨層の少なくとも一部が、活性化刺激に暴露されるこ
とに先行する。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層は、研削コンディショニ
ングと、活性化刺激への暴露との両方を同時に受ける。これらの実施形態のいくつかの態
様では、研削コンディショニングは、ダイヤモンドディスクコンディショニング及び高圧
水噴射コンディショニングから選択される。これらの実施形態のいくつかの態様では、制
御部は制御システムである。これらの実施形態のいくつかの態様では、制御システムは、
本明細書にて上述の第一の閉ループフィードバックプロセスを含む。これらの実施形態の
いくつかの態様では、制御システムは、研磨パッド厚さ（及び／又は溝深さ）の相対的な
変化をモニタし、研削パッドコンディショニングを調節するための第二の閉ループフィー
ドバックプロセスをさらに含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、第二の閉ルー
プフィードバックプロセスは、ｉ）制御部に制御信号を与えることと、ｉｉ）制御部から
の出力信号を処理して、研削パッドコンディショニングを調節することとを含む。これら
の実施形態のいくつかの態様では、制御システムは、第一の閉ループフィードバックプロ
セス及び第二の閉ループフィードバックプロセスと同時に作動する。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態では、本方法は、形状記憶化学機械研磨パッドを、研磨機
のプラテンと接面させることをさらに含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、本
方法は、感圧接着剤及び真空の少なくとも一つを用いて、形状記憶化学機械研磨パッドを
研磨機のプラテンと接面させることをさらに含む。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、研磨パッド厚さ及び／又は溝深さがモニタされて制御されるのは、ａ）センサ又は対
象物からの相対距離を判断するように適合された非接触測定システムを備えること、ｂ）
センサを、研磨パッドの研磨面に隣接して、研磨パッドが接面されているプラテンから定
められた距離に配置することと、ｃ）センサから研磨面までの距離を測定して、パッド厚
さ（すなわち初期パッド厚さ）及び少なくとも一つの溝深さ（すなわち初期溝深さ）から
選択された少なくとも一つの研磨パッド特性の初期値を判断すること、ｄ）少なくとも一
つの基盤を、研磨面で研磨すること、ｅ）センサから研磨面までの距離を再測定して、少
なくとも一つの研磨パッド特性の変化を判断することと、ｆ）（１）活性化刺激源を制御
して、測定値（ｃ）を（ｅ）の再測定値と比較することによって研磨パッド状態を判断す
る測定値の比較を基にして、研磨面に近接した研磨層の少なくとも一部を活性化刺激に選
択的に暴露することと、ｇ）（ｄ）～（ｆ）を、複数の研磨動作で繰り返すこととによる
。これらの実施形態のいくつかの態様では、ｆ）は、（２）研削コンディショニング装置
を制御して、研磨面を選択的にコンディショニングすることをさらに含む。これらの実施
形態のいくつかの態様では、閉ループフィードバックプロセスは、少なくとも一つの研磨
動作中の、少なくとも一つの研磨パッド特性の継続的なモニタリング及び制御を促進する
。これらの実施形態のいくつかの態様では、測定システムは、放射のソースを提供する放
射線源を含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、放射のソースは、超音波エネル
ギ及び電磁エネルギの少なくとも一つを作り出す。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、電磁エネルギは、可視光線、紫外線及び赤外線の群から選択される。
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【００４０】
　図２１は、本発明のいくつかの実施形態の一つの認識される利点の説明のための図示を
提供する（すなわち、長期にわたるより一定した研磨パッド溝深さであり、これは、研磨
パッドの有効寿命の間にわたって、より一定したＣＭＰ加工性能を達成することを助ける
）。具体的には、図２１に図示された曲線は、異なるＣＭＰ加工の時間が経過するにつれ
て、どのようにして研磨パッドの溝深さが減退するかについて示している。図２１の曲線
Ａは、化学機械研磨パッドの溝深さが、研削コンディショニングをすることなく形状記憶
復元を用いる本発明のＣＭＰ加工の時間経過とともに、どのように減退するかについて図
示するものであり、ここで溝深さは、研磨時間の経過とともに減退し、活性化刺激に研磨
面を暴露することによって周期的に復元する。図２１の曲線Ｂは、形状記憶化学機械研磨
パッドの溝深さが、研削コンディショニング（たとえばダイヤモンドディスクコンディシ
ョニング）と組み合わせて研磨面の形状記憶復元を用いる本発明のＣＭＰ加工の時間経過
とともに、どのように減退するかについて図示するものであり、ここで溝深さは、研磨時
間の経過とともに減退し、活性化刺激に研磨面を暴露することによって周期的に復元し、
研削コンディショニングによって周期的に減退する。図２１の曲線Ｃは、マイクロバルー
ンで充填された研磨層を有する従来の研磨パッドの溝深さが、研削コンディショニング（
たとえばダイヤモンドディスクコンディショニング）を用いる従来のＣＭＰ加工の時間経
過とともに、どのように減退するかについて図示するものであり、ここで溝深さは、研磨
時間の経過とともに減退し、研削コンディショニングによって周期的に減退する。そのよ
うな従来のＣＭＰ加工では、研磨パッド材料の層をマイクロバルーンの平均径（たとえば
５０ミクロン以下）と同程度の厚さに削り取ることによって、研磨面を周期的に再生する
ことは、一般的なことである。
【００４１】
　本発明のいくつかの実施形態では、基板を研磨するための方法は、研磨面と基板の表面
との間の接面に、研磨媒体を備えることをさらに含む。これらの実施形態のいくつかの態
様では、研磨媒体は、粒子を含有する研磨液及び粒子を含有しない液（たとえば、研磨剤
を含まない、反応性液体の研磨液）の少なくとも一つである。これらの実施形態のいくつ
かの態様では、研磨媒体は、粒子を含有する水性スラリーである。これらの実施形態のい
くつかの態様では、研磨媒体は、３．０重量パーセント未満の研磨剤を含有する反応性液
体の研磨液である。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨媒体は、０．１重量パ
ーセント未満の研磨剤を含有する反応性液体の研磨液である。これらの実施形態のいくつ
かの態様では、研磨媒体は、研磨剤を含有していない。
【００４２】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、少なく
とも一つのポリマーを含む形状記憶マトリックス材料を含む研磨層を含む。これらの実施
形態のいくつかの態様では、形状記憶マトリックス材料は、少なくとも一つのハードセグ
メント及び少なくとも一つのソフトセグメントを含むセグメント化ブロック共重合体から
選択される、少なくとも一つのポリマーを含む。これらの実施形態のいくつかの態様では
、形状記憶マトリックス材料は、少なくとも一つのポリマーを含み、ポリエステル系熱可
塑性ポリウレタン、ポリエステル系ポリウレタン、ポリエチレンオキシド、ポリ（エーテ
ルエステル）ブロック共重合体、ポリアミド、ポリ（アミドエステル）、ポリ（エーテル
アミド）共重合体、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン
、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアスパラギン酸、マレイン酸無水物メチルビ
ニルエーテル共重合体、ポリアクリル酸及びポリアクリル酸エステルのポリビニルメチル
エーテル共重合体、スチレンポリマー、エポキシ系ポリマー、ポリシアヌレート、および
それらの組合せ（たとえば、共重合体及び混合物）から選択される。これらの実施形態の
いくつかの態様では、形状記憶マトリックス材料は、少なくとも一つのハードセグメント
及び少なくとも一つのソフトセグメントを含むセグメント化ブロック共重合体を含み、こ
の場合、ソフトセグメント、ハードセグメント、又は両方は“刺激応答性”である、すな
わち、活性化刺激に暴露されたときに所望の量の形状復元を可能にする基又はレセプタ部
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位を含有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、活性化刺激は、熱、光、磁場、
電場、水、ｐＨ、及びそれらの組合せに暴露することから選択される。これらの実施形態
のいくつかの態様では、活性化刺激は、熱への暴露である。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、セグメ
ント化ブロック共重合体を含む形状記憶マトリックス材料を含む研磨層を含む。これらの
実施形態のいくつかの態様では、セグメント化ブロック共重合体は、ポリウレタンエラス
トマー、ポリエーテルエラストマー、ポリ（エーテルアミド）エラストマー、ポリエーテ
ルポリエステルエラストマー、ポリアミド系エラストマー、熱可塑性ポリウレタン、ポリ
（エーテルアミド）ブロック共重合体、熱可塑性ゴム（たとえば、非架橋ポリオレフィン
）、スチレンブタジエン共重合体、シリコーンゴム、合成ゴム（たとえば、ニトリルゴム
及びブチルゴム）、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレンイソプレン共重合体、スチレ
ンエチレンブチレン共重合体、及びそれらの組合せから選択される。これらの実施形態の
いくつかの態様では、形状記憶マトリックス材料は、非エラストマー性ポリマーをさらに
含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、非エラストマー性ポリマーは、ポリエチ
レンオキシド、ポリ乳酸の共重合体、及びそれらの組合せから選択される。
【００４４】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、ポリウ
レタンを含む形状記憶マトリックス材料を含む研磨層を含む。これらの実施形態のいくつ
かの態様では、ポリウレタンは、ポリエステル系芳香族ポリウレタン、ポリエステル系脂
肪族ポリウレタン、ポリエーテル系脂肪族芳香族ポリウレタン、及びそれらの組合せから
選択される。
【００４５】
　本発明のいくつかの実施形態では、形状記憶マトリックス材料は、ポリエーテル系の、
トルエンジイソシアネート末端液体ウレタンプレポリマー、及び４，４′－メチレン－ビ
ス（２－クロロアニリン）を含む、混合物の反応生成物を含む。
【００４６】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、グリセ
ロールプロポキシレート、ポリカーボジイミド変性ジフェニルメタンジイソシアネート、
及びポリテトラヒドロフラン及びポリカプロラクトンの少なくとも一つを含む、混合物の
反応生成物を含む形状記憶マトリックス材料を含む研磨層を含む。これらの実施形態のい
くつかの態様では、形状記憶マトリックス材料は、グリセロールプロポキシレート、ポリ
カーボジイミド変性ジフェニルメタンジイソシアネート、及びポリテトラヒドロフランを
含む、混合物の反応生成物を含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、形状記憶マ
トリックス材料は、グリセロールプロポキシレート、ポリカーボジイミド変性ジフェニル
メタンジイソシアネート、及びポリカプロラクトンを含む、混合物の反応生成物を含む。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、上述の
ような形状記憶マトリックス材料及び複数の微小エレメントを含む研磨層を含む。これら
の実施形態のいくつかの態様では、複数の微小エレメントは、研磨層内に均一に分散する
。これらの実施形態のいくつかの態様では、複数の微小エレメントは、閉じ込められた気
泡、中空ポリマー材料、液体を充填した中空ポリマー材料、水溶性材料及び不溶性相材料
（たとえば鉱油）から選択される。これらの実施形態のいくつかの態様では、複数の微小
エレメントは、研磨層全体に均一に分散された中空ポリマー材料を含む。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、高密度
状態の研磨層を含み、研磨層は、本来の形状（すなわち作製されたままの形状）と、プロ
グラムされた形状との間で変形可能である形状記憶マトリックス材料を含み、研磨層は、
形状記憶マトリックス材料が本来の形状にあるとき、本来の厚さＯＴを呈し、研磨層は、
形状記憶マトリックス材料がプログラムされた形状にあるとき、高密度化された厚さＤＴ
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を呈し、ＤＴはＯＴの８０％以下であり、研磨層は、基板を研磨するように適合された研
磨面を有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、高密度化された厚さＤＴは、本
来の厚さＯＴの７０％以下である。これらの実施形態のいくつかの態様では、高密度化さ
れた厚さＤＴは、本来の厚さＯＴの７０％～４０％の間である。これらの実施形態のいく
つかの態様では、基板は半導体基板である。これらの実施形態のいくつかの態様では、基
板は半導体ウェーハである。
【００４９】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、４５℃
以上８０℃以下であるＴｇを呈するように選択された形状記憶マトリックス材料を含む研
磨層を含み、この場合、活性化刺激は熱への暴露である。これらの実施形態のいくつかの
態様では、形状記憶マトリックス材料は、４５℃以上７５℃以下であるか、５０℃以上７
５℃以下であるか、５５℃以上７５℃以下であるか、５５℃以上７０℃以下であるか、又
は５５℃以上６５℃以下であるＴｇを呈するように選択される。
【００５０】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、高密度
状態の研磨層を含み、研磨層は、本来の形状とプログラムされた形状との間で変形可能で
ある形状記憶マトリックス材料を含み、研磨層は、形状記憶マトリックス材料が本来の形
状にあるとき、本来の厚さＯＴを呈し、研磨層は、形状記憶マトリックス材料がプログラ
ムされた形状にあるとき、高密度化された厚さＤＴを呈し、ＤＴはＯＴの８０％以下であ
り、形状記憶マトリックス材料は、形状記憶マトリックス材料の温度が（Ｔｇ－２０）℃
から（Ｔｇ＋２０）℃に上昇すると、７０％以上の貯蔵弾性率の低下を呈し、活性化刺激
は、熱への暴露であり、及び研磨層は、基板を研磨するように適合された研磨面を有する
。これらの実施形態のいくつかの態様では、形状記憶マトリックス材料は、形状記憶マト
リックス材料の温度が（Ｔｇ－２０）℃から（Ｔｇ＋２０）℃に、（Ｔｇ－１０）℃から
（Ｔｇ＋１０）℃に、又は（Ｔｇ－５）℃から（Ｔｇ＋５）℃に上昇すると、貯蔵弾性率
について７０％以上の低下か、８０％以上の低下か、８５％以上の低下か、又は９０％以
上の低下を呈する。これらの実施形態のいくつかの態様では、貯蔵弾性率の低下は、８０
０ＭＰａ以上か、９００ＭＰａ以上か、１，０００ＭＰａ以上か、８００ＭＰａ以上１０
，０００ＭＰａ以下か、８００ＭＰａ以上５，０００ＭＰａ以下か、又は８００ＭＰａ以
上２，５００ＭＰａ以下の規模を有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、形状
記憶マトリックス材料の温度が（Ｔｇ－１０）℃から（Ｔｇ＋１０）℃に上昇すると、９
０％以上の貯蔵弾性率の低下を呈し、貯蔵弾性率の低下は、８００ＭＰａ以上の規模を有
する。
【００５１】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、中心軸
を有し、中心軸の周りを回転するように適合される（図４参照）。これらの実施形態のい
くつかの態様では、形状記憶化学機械研磨パッドの研磨層２１０は、中心軸２１２に対し
て実質上垂直である平面にある。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層２１０
は、中心軸２１２に対して８０～１００度の角度γをなす平面で回転するように適合され
る。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層２１０は、中心軸２１２に対して８
５～９５度の角度γをなす平面で回転するように適合される。これらの実施形態のいくつ
かの態様では、研磨層２１０は、中心軸２１２に対して８９～９１度の角度γをなす平面
で回転するように適合される。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層２１０は
、中心軸２１２に対して垂直であり、実質上円形の断面を有する研磨面２１４を有する。
これらの実施形態のいくつかの態様では、中心軸２１２に対して垂直である研磨面２１４
の断面の半径ｒは、断面について２０％以下変化する。これらの実施形態のいくつかの態
様では、中心軸２１２に対して垂直である研磨面２１４の断面の半径ｒは、断面について
、１０％以下変化する。
【００５２】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、マクロ
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テクスチャを呈する研磨面を有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、マクロテ
クスチャは、ハイドロプレーニング、研磨媒体の流れに影響すること、研磨層の剛性を変
更すること、エッジ効果を減少させること、及び研磨屑を研磨面と基板との間の区域から
遠くに移送することを促進することの、少なくとも一つを低減するように設計される。こ
れらの実施形態のいくつかの態様では、マクロテクスチャは、少なくとも一つの溝を有す
る。これらの実施形態のいくつかの態様では、少なくとも一つの溝は、２０ミル以上の初
期溝深さを有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、少なくとも一つの溝は、２
０～１００ミルの初期溝深さを有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、少なく
とも一つの溝は、２０～６０ミルの初期溝深さを有する。これらの実施形態のいくつかの
態様では、少なくとも一つの溝は、２０～５０ミルの初期溝深さを有する。
【００５３】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、溝パタ
ーンを含むマクロテクスチャを有する研磨面を含む。これらの実施形態のいくつかの態様
では、溝パターンは、少なくとも一つの溝を含む。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、溝パターンは、複数の溝を含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、少なくと
も一つの溝は、湾曲溝、直線溝及びそれらの組合せから選択される。これらの実施形態の
いくつかの態様では、溝パターンは、たとえば、同心溝（円形又は螺旋形であってもよい
）、湾曲溝、クロスハッチ溝（たとえば、パッド面全体にＸ－Ｙグリッドとして配置され
る）、他の規則的な設計（たとえば六角形、三角形）、タイヤ溝型パターン、不規則な設
計（たとえばフラクタルパターン）、及びそれらの組合せを含む溝設計から選択される。
これらの実施形態のいくつかの態様では、溝パターンは、ランダム、同心状、螺旋状、ク
ロスハッチ状、Ｘ－Ｙグリッド状、六角形、三角形、フラクタル及びそれらの組合せから
選択される。これらの実施形態のいくつかの態様では、溝の外形は、まっすぐな側壁を備
える矩形か、又はＶ字型、Ｕ字型、三角形、鋸歯状、及びそれらの組合せであってもよい
溝断面から選択される。これらの実施形態のいくつかの態様では、溝パターンは、研磨面
全体を変化させる溝設計である。これらの実施形態のいくつかの態様では、溝設計は、特
定用途のためにエンジニアリングされる。これらの実施形態のいくつかの態様では、特定
の設計での溝寸法をパッド面全体で変化させて、異なる溝密度の領域を作り出してもよい
。
【００５４】
　本発明のいくつかの実施形態では、形状記憶化学機械研磨パッドは、少なくとも一つの
溝を含む溝パターンを含むマクロテクスチャを有し、ここでＣＦは、研磨面の外側半径Ｒ

０から研磨面の中心の原点Ｏまでの大部分の距離に延びる区域内で、研磨パッド半径Ｒの
関数としてその平均値の２５％以内、好ましくは１０％以内、より好ましくは５％以内に
とどまる。これらの実施形態のいくつかの態様では、ＣＦは、ベース半径ＲＢから外側半
径Ｒ０に延びる区域内で、研磨パッド半径Ｒの関数としてその平均値の２５％以内、好ま
しくは１０％以内、より好ましくは５％以内にとどまる（たとえば、図９参照）。
【００５５】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、導電性
のライニング溝を導入するか又は導体、たとえば導電性繊維、導電性ネットワーク、金属
グリッド又は金属ワイヤを組み込む、パッドを通過する孔を有し、これにより、形状記憶
化学機械研磨パッドを、ｅＣＭＰ（電気化学機械的平坦化）研磨パッドに変形させること
ができる。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、ベース
層と接面する研磨層を含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層は、接着剤
を用いてベース層に取り付けられる。これらの実施形態のいくつかの態様では、接着剤は
、感圧接着剤、ホットメルト接着剤、接触接着剤及びそれらの組合せから選択される。こ
れらの実施形態のいくつかの態様では、接着剤はホットメルト接着剤である。これらの実
施形態のいくつかの態様では、接着剤は接触接着剤である。これらの実施形態のいくつか
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の態様では、接着剤は感圧接着剤である。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、研磨層
と、ベース層と、ベース層と研磨層との間に介在する少なくとも一つの付加的な層とを含
む。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、研磨機
のプラテンと接面するように適合される。これらの実施形態のいくつかの態様では、形状
記憶化学機械研磨パッドは、プラテンに固着するように適合される。これらの実施形態の
いくつかの態様では、形状記憶化学機械研磨パッドは、感圧接着剤及び真空の少なくとも
一つを用いてプラテンに固着するように適合される。
【００５９】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、本来の
形状とプログラムされた形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を備えること
と、本来の形状の形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを呈する本来の状態
の研磨層を調製することと、研磨層の少なくとも一部を（Ｔｇ＋１０）℃以上の温度まで
加熱することと、研磨層に、研磨層を軸方向に圧縮する軸力である外力を受けさせること
と、形状記憶マトリックス材料をプログラムされた形状に設定して、高密度化された厚さ
ＤＴを呈する、高密度状態の研磨層を備えることと、軸力を維持して研磨層を高密度状態
に設定しながら、研磨層を（Ｔｇ－１０）℃未満の温度まで冷却することと、外力を除去
することとを含むプロセスによって作り出すことができ、ここで、Ｔｇは、形状記憶マト
リックス材料のガラス転移温度であり、ＤＴはＯＴの８０％以下であり、研磨層は、磁性
基板、光学基板及び半導体基板の少なくとも一つから選択された基板を研磨するように適
合された研磨面を有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層は、（Ｔｇ＋
１０）℃以上の温度であるが、形状記憶マトリックス材料の分解温度よりも低い温度まで
加熱される。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層は、加熱されて厚さ方向に
圧縮され、形状記憶マトリックス材料のプログラミングを促進し、研磨層を本来の状態か
ら高密度状態に転移させる。これらの実施形態のいくつかの態様では、基板は半導体基板
である。これらの実施形態のいくつかの態様では、基板は半導体ウェーハである。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、本来の
形状とプログラムされた形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を備えること
と、本来の形状の形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを呈する本来の状態
の研磨層を調製することと、研磨層に外力を受けさせることと、形状記憶マトリックス材
料をプログラムされた形状に設定して、高密度化された厚さＤＴを呈する、高密度状態の
研磨層を備えることと、外力を除去することとを含むプロセスによって作り出されること
ができ、ここでＤＴはＯＴの８０％以下であり、形状記憶マトリックス材料は、形状記憶
マトリックス材料の温度が（Ｔｇ－２０）℃から（Ｔｇ＋２０）℃に上昇すると、７０％
以上の貯蔵弾性率の低下を呈し、研磨層は、磁性基板、光学基板及び半導体基板の少なく
とも一つから選択された基板を研磨するように適合された研磨面を有する。これらの実施
形態のいくつかの態様では、高密度化された厚さＤＴは、本来の厚さＯＴの７０％以下で
ある。これらの実施形態のいくつかの態様では、高密度化された厚さＤＴは、本来の厚さ
ＯＴの７０～４０％の間である。これらの実施形態のいくつかの態様では、形状記憶マト
リックス材料は、形状記憶マトリックス材料の温度が（Ｔｇ－２０）℃から（Ｔｇ＋２０
）℃に、（Ｔｇ－１０）℃から（Ｔｇ＋１０）℃に、又は（Ｔｇ－５）℃から（Ｔｇ＋５
）℃に上昇すると、貯蔵弾性率について７５％以上の低下か、８０％以上の低下か、８５
％以上の低下か、又は９０％以上の低下を呈する。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、貯蔵弾性率の低下は、８００ＭＰａ以上か、９００ＭＰａ以上か、１，０００ＭＰａ
以上か、８００ＭＰａ以上１０，０００ＭＰａ以下か、８００ＭＰａ以上５，０００ＭＰ
ａ以下か、又は８００ＭＰａ以上２，５００ＭＰａ以下の規模を有する。これらの実施形
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態のいくつかの態様では、形状記憶マトリックス材料の温度が（Ｔｇ－１０）℃から（Ｔ
ｇ＋１０）℃に上昇すると、９０％以上の貯蔵弾性率の低下を呈し、貯蔵弾性率の低下は
、８００ＭＰａ以上の規模を有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、基板は半
導体基板である。これらの実施形態のいくつかの態様では、基板は半導体ウェーハである
。
【００６１】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、研磨層
に外力を与えて、形状記憶マトリックス材料をプログラムされた形状に設定することを含
むプロセスによって作り出される。これらの実施形態のいくつかの態様では、外力は、研
磨層に１５０psi以上のノミナル圧力を加える、名目上の軸力である。これらの実施形態
のいくつかの態様では、研磨層に加えられるノミナル圧力は、３００psi以上である。こ
れらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層に加えられるノミナル圧力は、１５０～１
０，０００psiである。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層に加えられるノ
ミナル圧力は、３００～５，０００psiである。これらの実施形態のいくつかの態様では
、研磨層に加えられるノミナル圧力は、３００～２，５００psiである。
【００６２】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、本来の
形状の形状記憶マトリックス材料を用いて、任意の既知の手段によって調製されて、本来
の厚さＯＴを呈する本来の状態の研磨層が備えられる。これらの実施形態のいくつかの態
様では、研磨層は、注入成形、射出成形（反応射出成形を含む）、押出、ウェブコーティ
ング、光重合、焼成、印刷（インクジェット印刷及びスクリーン印刷を含む）、スピンコ
ーティング、ウィービング、スカイビング及びそれらの組合せから選択されるプロセスに
よって作られる。これらの実施形態のいくつかの態様では、研磨層は、注入成形とスカイ
ビングとの組合せによって調製される。
【００６３】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、形状記
憶マトリックス材料のガラス転移温度Ｔｇ前後か又はそれを上回る温度で、研磨層を圧縮
する力を与えることにより、研磨層を、本来の厚さＯＴを有する本来の状態から、高密度
化された厚さＤＴを有する高密度状態に変換することと、Ｔｇを下回る温度まで研磨層を
冷却して、高密度化された厚さＤＴに固定することと、研磨層を圧縮するように与えられ
た力を除去することとを含む方法によって作り出される。
【００６４】
　本発明のいくつかの実施形態では、用いられる形状記憶化学機械研磨パッドは、研磨層
に組み込まれたマクロテクスチャを有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、マ
クロテクスチャは、研磨層が本来の状態にあるときに研磨層に組み込まれる。これらの実
施形態のいくつかの態様では、マクロテクスチャは、研磨層が高密度状態にあるときに研
磨層に組み込まれる。これらの実施形態のいくつかの態様では、いくつかのマクロテクス
チャは、研磨層が本来の状態にあるときに研磨層に組み込まれ、いくつかのマクロテクス
チャは、研磨層が高密度状態にあるときに研磨層に組み込まれる。これらの実施形態のい
くつかの態様では、マクロテクスチャは、切削ビットを用いて研磨層に組み込まれる。こ
れらの実施形態のいくつかの態様では、切削ビット又は研磨層、もしくは両方を冷却して
、マクロテクスチャ組み込みプロセスのために、プログラムされた形状から復元状態に転
移する形状記憶マトリックス材料の量を最小化することが望ましい場合がある。これらの
実施形態のいくつかの態様では、研磨層にマクロテクスチャを組み込むプロセスは、切削
ビットを冷却することか、切削ビットに近接した研磨層領域を冷却することか、又はそれ
らの組合せを含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、冷却は、さまざまな技術、
たとえば切削ビット上に圧縮空気を吹き付けて対流を促進することか、切削ビットに冷た
い空気を吹き付けることか、切削ビットに水を噴霧することか、又は切削ビットに冷却ガ
スを吹き付けることによって達成することができる。これらの実施形態のいくつかの態様
では、冷却は、冷却ガス、液化ガス又は極低温ガス（たとえば、アルゴン、二酸化炭素、
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窒素）を、切削ビットか、切削ビットに近接した研磨パッド領域か、又はそれらの組合せ
に直接吹き付けることによって達成される。これらの実施形態のいくつかの態様では、冷
却ガス、液化ガス又は極低温ガスは、特別のノズルを通して噴霧され、ガスは急速に膨張
し、冷却されて固体結晶又は液体を形成し、熱伝達を促進する。これらの実施形態のいく
つかの態様では、そのような冷却技術の使用は、材料（たとえば、ガス、液体又は結晶）
の流れの生成、及び切削ビットか、切削ビットに近接した研磨層領域か、又は両方と出合
う流れの方向付けを含む。これらの実施形態のいくつかの態様では、切削ビットに近接し
た領域の研磨層に方向付けられた材料の流れは、マクロテクスチャ組み込みプロセスで形
成されたチップを除去する助力となるという付加的な効果を有する。これらのチップを除
去することは、チップが、たとえば溶解、融着又は溶着によって研磨層に再付着する可能
性を減少させるという点で有益であろう。マクロテクスチャ組み込みプロセス中にチップ
を除去することが、研磨層に再付着するチップの数を減少させるという範囲において、研
磨層を用いた続く研磨動作での欠陥を回避することができる。これらの実施形態のいくつ
かの態様では、研磨層全体が極低温に冷却される。これらの実施形態のいくつかの態様で
は、研磨層全体と、切削ビットに動力供給するために用いられる工作器具とが極低温に冷
却される。
【００６５】
　本明細書に記載された図面を参照する特定の実施形態において、活性化刺激は、熱への
暴露である。それでも、本明細書で提供された教示を鑑みると、当業者は、他の活性化刺
激、たとえば光、磁場、電場、及び／又は水等に暴露することを使用する方法が分かるで
あろう。
【００６６】
　図１には、形状記憶化学機械研磨パッドの研磨層を比較描写した正面図が示されている
。具体的には、図１は、本来の厚さＯＴを備える本来の状態１０にある研磨層と、高密度
化された厚さＤＴを備える高密度状態２０にある同じ研磨層との比較を提供している。
【００６７】
　図２には、形状記憶化学機械研磨パッドの研磨層を比較描写した正面図が示されている
。具体的には、図２は、本来の厚さＯＴを備える本来の状態３０にある研磨層と、高密度
化された厚さＤＴを備える高密度状態４０にある同じ研磨層と、復元した合計厚さＴＲＴ
と、復元した厚さＲＴを有する研磨面３２に近接した復元部とを備える部分的な復元状態
５０にある同じ研磨層との比較を提供している。図２に図示された研磨層は、形状記憶マ
トリックス材料３６内に分散した複数の微小エレメント３４を含む。
【００６８】
　図３には、形状記憶化学機械研磨パッドの正面図が示されている。具体的には、図３の
形状記憶化学機械研磨パッド６０は、研磨面７２を備える研磨層７０を含み、研磨層は、
形状記憶マトリックス材料７４全体に均一に分散した複数の微小エレメント７６を含む。
図３の形状記憶化学機械研磨パッド６０は、研磨層７０と接面するベース層９０をさらに
含む。具体的には、ベース層９０は、接着層８０によって研磨層７０に接着されている。
【００６９】
　図４には、形状記憶化学機械研磨パッドの側面斜視図が示されている。具体的には、図
４は、高密度化された厚さＤＴを有する高密度状態にある単層の形状記憶化学機械研磨パ
ッド２１０を図示している。形状記憶化学機械研磨パッド２１０は、研磨面２１４及び中
心軸２１２を有する。研磨面２１４は、中心軸２１２に対して角度γをなす平面で、中心
軸２１２から研磨面２１５の外側半径までの半径ｒを備える、実質上円形の断面を有する
。
【００７０】
　図５には、形状記憶化学機械研磨パッドの平面図が示されている。具体的には、図５は
、複数の湾曲溝３０５の溝パターンを備える研磨面３０２を有する形状記憶化学機械研磨
パッド３００を図示している。
【００７１】
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　図６には、形状記憶化学機械研磨パッドの平面図が示されている。具体的には、図６は
、複数の同心溝３１５の溝パターンを備える研磨面３１２を有する形状記憶化学機械研磨
パッド３１０を図示している。
【００７２】
　図７には、形状記憶化学機械研磨パッドの平面図が示されている。具体的には、図７は
、Ｘ－Ｙグリッドパターンの複数の線形溝３２５の溝パターンを備える研磨面３２２を有
する形状記憶化学機械研磨パッド３２０を図示している。
【００７３】
　図８には、形状記憶化学機械研磨パッドの平面図が示されている。具体的には、図８は
、複数の孔３３８と、複数の同心溝３３５との組み合わせを備える研磨面３３２を有する
形状記憶化学機械研磨パッド３３０を図示している。
【００７４】
　図９は、本発明のいくつかの実施形態の形状記憶化学機械研磨パッド４００の平面図を
示し、ここで、研磨パッド４００は、少なくとも一つの溝４０４を含む溝パターンを含む
マクロテクスチャを有する。研磨パッド４００は、外側半径Ｒ０と、少なくとも一つの溝
が形成された研磨面４０２とを有する。図９には単一の溝４０４が図示されているが、溝
パターンは、二つ以上の溝４０４を含むことができる。（たとえば、図１０～１２参照。
）研磨パッド半径Ｒは、研磨面４０２の中心にある原点Ｏから測定される。図９にはまた
、半径Ｒで引かれた、円周２πＲを有する円ＣＲ（破線）が示されている。研磨パッド４
００の外側半径はＲ０である。溝４０４は、ベース半径ＲＢから外側半径ＲＯに延び、研
磨層４０２の外周辺４０６を画定する。これらの実施形態のいくつかの態様では、溝４０
４はベース半径ＲＢから外周辺４０６に延びる（図９～１２に図示）。これらの実施形態
のいくつかの態様では、溝４０４は、原点Ｏとベース半径ＲＢとの間の点から外周辺４０
６に延びる。これらの実施形態のいくつかの態様では、溝４０４は、原点Ｏから外周辺４
０６に延びる。図１３は、図９の溝４０４の溝セグメントの拡大図を図示し、溝４０４の
小さな微分セグメント４１０を示している。所与の半径Ｒで、溝４０４は、所与の幅Ｗと
、原点Ｏを所与の半径位置Ｒに接続する半径線Ｌに対して角度θ（「溝角」）を形成する
中心軸Ａとを有する。これらの実施形態のいくつかの態様では、形状記憶化学機械研磨パ
ッドは、溝パターンを含むマクロテクスチャを有し、ＣＦは、研磨面の外側半径Ｒ０から
原点Ｏまでの大部分の距離に延びる区域内で、研磨パッド半径Ｒの関数としてその平均値
の２５％以内、好ましくは１０％以内、より好ましくは５％以内にとどまる。これらの実
施形態のいくつかの態様では、形状記憶化学機械研磨パッドは、溝パターンを含むマクロ
テクスチャを有し、ＣＦは、ベース半径ＲＢから外側半径Ｒ０に延びる区域内で、研磨パ
ッド半径Ｒの関数としてその平均値の２５％以内、好ましくは１０％以内、より好ましく
は５％以内にとどまる。
【００７５】
　図１４には、半導体ウェーハを研磨するために、形状記憶化学機械研磨パッドを利用し
ている研磨機の図が示されている。具体的には、図１４は、中心軸１１２と、研磨面１１
８とベース層１１４とを有する形状記憶化学機械研磨パッド１１０を備える研磨装置１０
０を図示する。図１４は、ベース層１１４が固着された研磨プラテン１２０をさらに図示
する。研磨プラテン１２０は、研磨パッド１１０の中心軸１１２に対応する中心軸１２５
を有する。研磨装置１００は、中心軸１３５を有するウェーハキャリア１３０をさらに含
む。ウェーハキャリア１３０は、半導体ウェーハ１５０を運ぶ。ウェーハキャリア１３０
は、ウェーハキャリアを研磨パッド１１０に対して水平方向に移動させるための並進アー
ム１４０に取り付けられている。ウェーハキャリア１３０及びプラテン１２０（取り付け
られた研磨パッド１１０を備える）は、それぞれの中心軸の周りを回転して移動し、研磨
面１１８と半導体ウェーハ１５０との間の動的な接触を促進するように設計される。モニ
タ１５５は、研磨面に対して位置付けられ（場合により、可動に位置付けられ）、研磨パ
ッド厚さ及び溝深さから選択された少なくとも一つの研磨パッド特性の測定を促進する。
ソース１６０は、研磨面１１８に近接して可動に位置付けられ、研磨層を活性化刺激に選
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択的に暴露することを促進して、たとえば、研磨層の暴露された部分が高密度状態から復
元状態に転移するようにされる。中心軸１６７を備えるコンディショニング装置１６５は
、研磨面１１８に研削コンディショニングを提供する。制御部１７０は、モニタ１５５、
ソース１６０及びコンディショニング装置１６５とアクティブに通信し、一定した研磨パ
ッド厚さ及び／又は溝深さを維持するようにプログラムされる。
【００７６】
　図１５には、研磨媒体と組み合わせて形状記憶化学機械研磨パッドを利用している研磨
装置の図が示されている。具体的には、図１５は、研磨面２１４及び外側半径２１５を備
える単層の形状記憶化学機械研磨パッド２１０を含む装置２００を図示する。研磨パッド
２１０は、プラテン２２０と接面する。研磨パッド２１０は、プラテン２２０の中心軸２
２５と対応する中心軸２１２を有する。装置２００は、中心軸２３５を備えるウェーハキ
ャリア２３０をさらに含む。ウェーハキャリア２３０は、半導体ウェーハ２５０を保持す
る。装置２００は、研磨媒体２６０と、研磨面２１４上に研磨媒体を定量吐出するための
スラリーディスペンサ２７０とをさらに含む。半導体ウェーハ２５０の研磨中、プラテン
２２０及び研磨パッド２１０はそれぞれの中心軸の周りを回転し、ウェーハキャリアはそ
の中心軸の周りを回転する。研磨中、研磨パッド及びウェーハは、互いに動的に接触した
状態に置かれ、研磨媒体がシステムに案内されて、半導体ウェーハと研磨パッドの研磨面
との間を通ることができるようにされる。モニタ２８０は、研磨面に対して位置付けられ
（場合により、可動に位置付けられ）、研磨パッド厚さ及び溝深さから選択された少なく
とも一つの研磨パッド特性の測定を促進する。ソース２８５は、研磨面２１４に近接して
可動に位置付けられ、研磨層を活性化刺激に選択的に暴露することを促進して、たとえば
、研磨層の暴露された部分が高密度状態から復元状態に転移するようにされる。中心軸２
９５を備えるコンディショニング装置２９０は、研磨面２１４に研削コンディショニング
を提供する。制御部２９８は、モニタ２８０、ソース２８５及びコンディショニング装置
２９０とアクティブに通信し、一定した研磨パッド厚さ及び／又は溝深さを維持するよう
にプログラムされる。
【００７７】
　ここで、本発明のいくつかの実施形態が、以下の実施例において詳細に記載される。
【００７８】
実施例１：形状記憶研磨パッド
　試験試料を、市販の充填ポリウレタン研磨パッド（Rohm and Haas Electronic Materia
ls CMP Inc.よりIC1000（商標）として入手可能）から調製した。試験試料は、直径約１
２．７mmの円形ディスクからなり、IC1000（商標）パッドの刻印がなされていた。
【００７９】
実施例２：形状記憶研磨パッド材料の調製
　グリセロールプロポキシレート２２７グラム（平均Ｍn～２６６）、ポリテトラヒドロ
フラン２７９グラム（平均Ｍn～６５０）、及びポリカーボジイミド変性ジフェニルメタ
ンジイソシアネート（The Dow Chemical CompanyよりIsonate（登録商標）143Lとして入
手可能）４９４グラムを、約５０℃及び大気圧で混合することにより、形状記憶マトリッ
クス材料を調製した。そして、この混合物に、中空の弾性ポリマーマイクロスフィア（Ak
zo NobelよりExpancel（登録商標）552DEとして入手可能）１８グラムを、非接触型の高
せん断プラネタリミキサを用いて２０００rpmで配合し、形状記憶マトリックス材料中に
マイクロスフィアを均等に分散させた。そして、最終的な混合物を、２．５４mm離れた２
つの平らなガラス面の間に注ぎ、形成された直径２５４mmまでに注ぎ出したシートは、約
１０分間でゲル化できた。そして、厚さ２．５４mmに注ぎ出したシートを、ガラス面とと
もに硬化オーブン内に置き、約１０５℃で約１６～１８時間硬化させた。その後、硬化し
たシートを、シート温度が約２５℃になるまで、約８時間室温で冷却した。
【００８０】
実施例３：形状記憶研磨パッド材料の調製
　グリセロールプロポキシレート２１６グラム（平均Ｍn～２６６）、ポリ（カプロラク
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トン）ジオール３１５グラム（平均Ｍn～７７５）、及びポリカーボジイミド変性ジフェ
ニルメタンジイソシアネート（The Dow Chemical CompanyよりIsonate（登録商標）143L
として入手可能）４６９グラムを、約５０℃及び大気圧で混合することにより、形状記憶
マトリックス材料を調製した。そして、この混合物に、中空の弾性ポリマーマイクロスフ
ィア（Akzo NobelよりExpancel（登録商標）552DEとして入手可能）１８グラムを、非接
触型の高せん断プラネタリミキサを用いて２０００rpmで混合し、形状記憶マトリックス
材料中にマイクロスフィアを均等に分散させた。そして、最終的な混合物を、２．５４mm
離れた２つの平らなガラス面の間に注ぎ、形成した直径２５４mmまでに注ぎ出したシート
は、約１０分間でゲル化できた。シートは、実施例２のように硬化させた。
【００８１】
実施例４：貯蔵弾性率対温度測定
　動的機械分析装置（ＤＭＡ、TA Instruments、型番Q800）を用いて、Rohm and Haas El
ectronic Material CMP Inc.製の民生用IC1000（商標）研磨パッドで用いられる形状記憶
マトリックス材料（ただし、Expancel（登録商標）材料は添加していない）についての貯
蔵弾性率（ＭＰａ）対温度（℃）の曲線をグラフ化した。グラフ化した曲線は、図１６に
示されている。
【００８２】
実施例５：貯蔵弾性率対温度測定
　機械分析装置（ＤＭＡ、TA Instruments、型番Q800）を用いて実施例２及び３のように
調製された形状記憶マトリックス材料（ただし、Expancel（登録商標）材料は添加してい
ない）についての貯蔵弾性率（ＭＰａ）対温度（℃）をグラフ化した。グラフ化した曲線
は、図１７に示されている。
【００８３】
実施例６：形状記憶マトリックス材料の調製
　グリセロールプロポキシレート１７５グラム（平均Ｍn～２６６）、ポリカプロラクト
ン３４９グラム（平均Ｍn～５３０－ｂ－５３０）、及びポリカーボジイミド変性ジフェ
ニルメタンジイソシアネート（The Dow Chemical CompanyよりIsonate（登録商標）143L
として入手可能）４７６グラムを（約５０℃及び大気圧で）混合することにより、形状記
憶マトリックス材料を調製した。
【００８４】
実施例７：貯蔵弾性率対温度測定
　機械分析装置（ＤＭＡ、TA Instruments、型番Q800）を用いて実施例６のように調製さ
れた形状記憶マトリックス材料（ただし、Expancel（登録商標）材料は添加していない）
についての貯蔵弾性率（ＭＰａ）対温度（℃）をグラフ化した。グラフ化した曲線は、図
１８に示されている。
【００８５】
実施例８：高密度状態の研磨パッドの調製
　実施例１によって調製された形状記憶化学機械研磨パッド試料を、インストロンテスタ
（Instron Tester）の直径２インチの上下プラテンの間に置いた。加熱チャンバは、内部
温度が制御可能であり、プラテン及び試料パッドにおよぶ空間を囲うものであった。試料
パッドを１２０℃で２０分間加熱し、プラテンを用いて、試料パッドに軸力を与えた。こ
の軸力は、試料パッドにノミナル圧力を加え、試料パッドを本来の厚さの約５０％まで圧
縮するのに十分であった。試料パッドに加えられたノミナル圧力は、１，０００～５，０
００psi前後であった。圧力を維持しながら、試料パッドを室温まで冷却し、その中で形
状記憶マトリックス材料をプログラムされた形状に設定し、試料パッドを高密度状態にし
た。
【００８６】
実施例９：高密度状態の研磨パッドの提供
　直径１２．５mmの試料パッドを、実施例２及び３によって作り出されたシートから打ち
抜いた。そして、試料パッドを、インストロンテスタ（Instron Tester）の直径２インチ
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の上下プラテンの間に置いた。加熱チャンバは、内部温度が制御可能であり、プラテン及
び試料パッドにおよぶ空間を囲うものであった。試料パッドを９０℃で２０分間加熱し、
プラテンを用いて、試料パッドに軸力を与えた。この軸力は、試料パッドにノミナル圧力
を加え、試料パッドを本来の厚さの約５０％まで圧縮するのに十分であった。軸力により
試料パッドに加えられたノミナル圧力は、１，０００～５，０００psi前後であった。こ
の加えられた圧力を維持しながら、試料パッドを室温まで冷却し、その中で形状記憶マト
リックス材料をプログラムされた状態に設定し、試料パッドを高密度状態にした。
【００８７】
実施例１０：研磨パッドの復元状態への復元
　実施例８によって調整された高密度状態の研磨パッド試料を、オーブン内で、１２０℃
で１０～２０分間加熱した。その後、各研磨パッド試料の厚さを測定した。各研磨パッド
試料が、本来の厚さの９９％を超えて復元した最大総厚さを有する復元状態に転移したこ
とを観察した。
【００８８】
実施例１１：研磨パッドの復元状態への復元
　実施例９によって調整された高密度状態の研磨パッド試料を、オーブン内で、９０℃で
１０～２０分間加熱した。その後、各研磨パッド試料の厚さを測定した。各研磨パッド試
料が、本来の厚さの９９％を超えて復元した最大総厚さを有する復元状態に転移したこと
を観察した。
【００８９】
実施例１２：パッド厚さ及び溝深さの復元
　３つの試験試料を、市販の充填ポリウレタン研磨パッド（Rohm and Haas Electronic M
aterials CMP Inc.よりIC1010（商標）として入手可能であり、切り込まれた円形溝を有
する）から調製した。試験試料は、直径約１２．７mmの円形ディスクからなりIC1010（商
標）パッドの刻印がなされていた。直径１２．７mmの試料はそれぞれ、原パッドから円形
の溝を有するものであった。これらの試料を、実施例８に記載された方法によって圧縮し
、実施例１０に記載された方法によって復元した。試料の厚さおよび溝の深さの測定は、
個々の試料に対して、以下の、各々圧縮前、本来の厚さ（ＯＴ）及び本来の溝深さ（ＯＧ
Ｄ）、各々圧縮後、高密度化された厚さ（ＤＴ）及び高密度化された溝深さ（ＤＧＤ）、
及び各々復元後、復元した総厚さ（ＴＲＴ）及び復元した総溝深さ（ＴＲＧＤ）の各状態
で行われた。厚さ及び溝深さの両方を、光学顕微鏡を用いて測定した。図１９及び２０に
、データをグラフ形状で示す。図１９及び２０に示された試料厚さ及び溝深さは、圧縮前
の各々の元の値を用いて標準化されていることに留意されたい。データは、さまざまなレ
ベルの圧縮について、ＴＲＴがＯＴの９５％以上であり、ＴＲＧＤがＯＧＤの９１％以上
であることを示す。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】化学機械研磨パッドの研磨層の、本来の状態及び高密度状態を比較描写した正面
図である。
【図２】化学機械研磨パッドの研磨層の、本来の状態及び高密度状態ならびに部分的な復
元状態を比較描写した正面図である。
【図３】形状記憶化学機械研磨パッドの正面図である。
【図４】形状記憶化学機械研磨パッドの側面斜視図である。
【図５】研磨面に溝パターンが図示されている形状記憶化学機械研磨パッドの平面図であ
る。
【図６】研磨面に溝パターンが図示されている形状記憶化学機械研磨パッドの平面図であ
る。
【図７】研磨面に溝パターンが図示されている形状記憶化学機械研磨パッドの平面図であ
る。
【図８】研磨面に孔と溝パターンとの組み合わせが図示されている形状記憶化学機械研磨
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【図９】本発明の一つの実施形態の、研磨面に溝パターンを備える形状記憶化学機械研磨
パッドの平面図である。
【図１０】本発明の一つの実施形態の、研磨面に溝パターンを備える形状記憶化学機械研
磨パッドの平面図であり、ここで研磨パッドは、パッド外側半径ＲＯ２４インチ、ベース
半径ＲＢ１０インチ、及び８本の湾曲溝を呈する。
【図１１】本発明の一つの実施形態の、研磨面に溝パターンを備える形状記憶化学機械研
磨パッドの平面図であり、ここで研磨パッドは、パッド外側半径ＲＯ２４インチ、ベース
半径ＲＢ６インチ、及び８本の湾曲溝を呈する。
【図１２】本発明の一つの実施形態の、研磨面に溝パターンを備える形状記憶化学機械研
磨パッドの平面図であり、ここで研磨パッドは、パッド外側半径ＲＯ２４インチ及びベー
ス半径ＲＢ２インチを呈する。
【図１３】図９の溝４０４の溝セグメントの拡大図である。
【図１４】半導体ウェーハを研磨するために、形状記憶化学機械研磨パッドを利用してい
る研磨機の図である。
【図１５】半導体ウェーハを研磨するために、研磨スラリーと組み合わせて形状記憶化学
機械研磨パッドを利用している研磨装置の図である。
【図１６】民生用IC1000（商標）研磨パッドで用いられる組成物についての貯蔵弾性率対
温度の曲線を提供するグラフである。
【図１７】２つの形状記憶マトリックス材料についての貯蔵弾性率対温度の曲線を提供す
るグラフである。
【図１８】別の形状記憶マトリックス材料についての貯蔵弾性率対温度の曲線を提供する
グラフである。
【図１９】Rohm and Haas Electronic Materials CMP Inc.より入手可能であるIC1010（
商標）研磨パッドから調製された３つの異なる試験試料について、本来の厚さ（ＯＴ）、
高密度化された厚さ（ＤＴ）及び復元した総厚さ（ＴＲＴ）を示す棒グラフである。
【図２０】Rohm and Haas Electronic Materials CMP Inc.より入手可能であるIC1010（
商標）研磨パッドから調製された３つの異なる試験試料について、元の溝深さ（ＯＧＤ）
、高密度化された溝深さ（ＤＧＤ）及び復元した総溝深さ（ＴＲＧＤ）を示す棒グラフで
ある。
【図２１】本発明の一つの認識される利点（すなわち、長期間にわたるより一定した研磨
パッド溝深さ）を、例示的なグラフにより示したものである。
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